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長野県告示第288号

　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第35条の６第１項の規定により、次

のとおり液化石油ガス販売事業者を認定しました。

　　令和８年７月９日

	 長野県知事　阿　部　守　一

氏名又は名称
及び代表者の氏名

住所又は所在地 認定の種別 認定年月日

株式会社エナジー内山
代表取締役　内山　剛

長野市早苗町72番地４ 第一号認定 令和８年６月23日

産業技術課

長野県告示第289号

　北陸地方整備局湯沢砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第

１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和８年７月９日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　ＵＡＶレーザ測量、３級基準点測量
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建設政策課

長野県告示第290号

　北陸地方整備局松本砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和８年７月９日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　航空レーザ測量

２　作業期間

　　令和８年６月30日から令和９年２月26日まで

３　作業地域

　　信濃川上流域、姫川流域

建設政策課

長野県告示第291号

　長野県上伊那地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項

の規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和８年７月９日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和７年９月１日から令和８年３月18日まで

３　作業地域

　　上伊那郡飯島町

建設政策課

長野県北信建設事務所告示第８号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年７月29日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県北信建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年７月９日

	 長野県北信建設事務所長　西　山　広　一

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　117号

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

飯山市大字常盤字外和柳3921番の 113地先から
飯山市大字常盤字外和柳3921番の 144地先まで

旧

ｍ

14.2 ～ 19.0

km

0.1980

２　作業期間

　　令和８年３月25日から令和８年12月18日まで

３　作業地域

　　下水内郡栄村
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道路管理課

長野県北信建設事務所告示第９号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年７月29日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県北信建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年７月９日

	 長野県北信建設事務所長　西　山　広　一　

１　路　　　線　　　名　　曽根藤ノ木線

２　供用を開始する区間

　　飯山市大字豊田字清水尻102番の１地先から

　　飯山市大字豊田字塞ノ神1189番の４地先まで

３　供用を開始する期日　　令和８年７月９日

道路管理課

長野県飯田建設事務所告示第16号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年７月29日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年７月９日

	 長野県飯田建設事務所長　折　井　克　壽　

１　路　　　線　　　名　　152号

２　供用を開始する区間

　　飯田市南信濃八重河内917番の４地先から

　　飯田市南信濃八重河内1062番の２地先まで

３　供用を開始する期日　　令和８年７月９日

道路管理課

選告示第32号

　政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第165号）第２条第７項の規定により、長野県知事選挙における候

補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の

回数を次のとおり定めます。

　　令和８年７月９日

	 長野県選挙管理委員会委員長　丸　山　昇　一

テレビジョン放送 ラ　ジ　オ　放　送

　基幹放送事業者名 回数 　基幹放送事業者名 回数

株式会社テレビ信州

信越放送株式会社

長野朝日放送株式会社

１

１

１

信越放送株式会社 １

選挙管理委員会

同　　　　　上 新 15.3 ～ 22.2 0.1980
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選告示第33号

　政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第165号）第８条第７項の規定により、長野県知事選挙において手

話通訳士による手話通訳を付して政見を録画する放送事業者を次のとおり定めます。

　　令和８年７月９日

	 長野県選挙管理委員会委員長　丸　山　昇　一　

　日本放送協会

　株式会社テレビ信州

　信越放送株式会社

　長野朝日放送株式会社

選挙管理委員会

公告

　次のとおり随意契約の相手方を決定しました。

　　令和８年７月９日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　随意契約に係る物品等の名称及び数量

　　令和８年度長野県キャッシュレス決済端末導入業務

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1) 名　称　長野県会計局会計課

　(2) 所在地　長野市大字南長野字幅下692－２

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和８年５月25日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　(1) 名　称　ソフトバンク株式会社

　(2) 所在地　東京都港区海岸一丁目７番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　152,926,631円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約の理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１項第１号該当

会　計　課

公告

　佐久市土地改良区の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和８年７月９日

	 長野県佐久地域振興局長　滝　沢　裕　之　

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　神　津　茂　夫　　佐久市長土呂1392番地

　　柳　沢　益　男　　佐久市塚原609番地２

　　楜　澤　弘　之　　佐久市横根485番地

　　森　泉　　　隆　　佐久市上平尾999番地１


